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船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 貨物船 第二十一新福丸 

   船舶番号 １３６８５１ 

総トン数 ７３４トン 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２２年５月２９日 １０時３０分ごろ 

   発生場所 和歌山県和歌山市和歌山下津港和歌山北区第一内港南岸壁 

         和歌山北港西防波堤灯台から真方位１２３°１,３１０ｍ付近 

         （概位 北緯３４°１３.８′ 東経１３５°０７.７′） 

 

 

                      平成２３年１０月２０日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決      

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船第二十一新福
しんぷく

丸は、船長及び一等航海士ほか３人が乗り組み、和歌山下津港

和歌山北区第一内港南岸壁で揚げ荷役中、平成２２年５月２９日１０時３０分ごろ、

荷役当直に当たっていた一等航海士が、貨物倉に転落して負傷した。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２２年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 
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 1.2.2 調査の実施時期 

平成２２年８月４日 回答書受領 

平成２２年８月５日、平成２３年５月１１日、１２日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、第二十一新福丸（以下「本船」という。）の一等

航海士（以下「航海士Ａ」という。）の口述、回答書及び海難報告書によれば、次の

とおりであった。 

本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、スクラップ約２,０００ｔを積載

し、平成２２年５月２５日１０時４０分ごろ、茨城県来栖
く る す

市鹿島港を出港した。 

本船は、同月２７日０２時００分ごろ、和歌山下津港の港外に錨泊し、０８時１０

分ごろ、抜錨して和歌山北港西防波堤灯台から１２３°（真方位、以下同じ。） 

１,３１０ｍ付近にある同港和歌山北区第一内港南岸壁に着岸したのち、０８時４０

分ごろから揚げ荷役を開始した。 

５月２９日、本船は、朝から揚げ荷役を再開し、貨物倉（長さ約４０ｍ、幅約１０

ｍ、深さ約７ｍ）内のスクラップの残りが約５００ｔになった頃、荷役の進行状況を

監視していた航海士Ａが、貨物倉の床に設けられたビルジボックス*1の上に敷いてい

た数本の木材ダンネージ*2が移動しているのを発見した。 

航海士Ａは、貨物倉の床に降りてビルジボックス内部を点検しようと思い、また、

運航効率を少しでも良くしようと思って貨物倉の床の掃除をすることとし、船首倉庫

に保管していた縄ばしご（以下「本件縄ばしご」という。）を持ち出して甲板上に広

げ、その一端をハッチコーミング（以下「ハッチ枠」という。）船尾右舷側の外側に

固く結び付け、他端を貨物倉に投げ入れ、本件縄ばしご全体を貨物倉の壁に沿って床

                         
*1  「ビルジボックス」とは、貨物倉内に溜まった水分を床面の両舷側に設備されたビルジウエルに

溜めてから、機関室内に設けられたポンプ又はエダクターを駆動して船外に排出する際、大きなゴ

ミを吸い込まないようにするための穴の開いた箱状の格子蓋をいう。 
*2  「ダンネージ」とは、貨物倉内に混合積みする貨物の接触面の保護、貨物の動きの防止、航海中

の動揺による衝撃の防止及び湿気の影響の軽減のために使用する各種の敷物等をいう。 
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に達するまでまっすぐに垂らした。 

航海士Ａは、１０時３０分ごろ、本件縄ばしごを取り付けた場所でハッチ枠をまた

いで貨物倉に身体を差し入れ、上から３段目のステップに両足を置いて全体重を掛け

たとき、ステップ両端のロープが２段目と３段目のステップ間でほとんど同時に切断

し、貨物倉の床に転落した。 

陸上施設のクレーンを操縦してスクラップの揚げ荷役に従事していた同施設の作業

員は、貨物倉の床に航海士Ａが倒れていることに気付き、同施設の関係者に事態を通

報した。 

負傷した航海士Ａは、救急隊によりヘリコプターで病院に急送され、緊急手術を受

けた。 

 

 本事故の発生日時は、平成２２年５月２９日１０時３０分ごろで、発生場所は、和

歌山北港西防波堤灯台から１２３°１,３１０ｍ付近にある第一内港南岸壁に係留中

の本船の貨物倉内であった。 

（付図１ 事故発生場所図、付図２ 一般配置図、写真１ 事故発生の現場とロープ

が切断した本件縄ばしご 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

航海士Ａの口述及び診断書によれば、航海士Ａは、左足関節部開放性脱臼骨折、左

脛骨神経及び後脛骨動静脈断裂、左アキレス腱断裂及び第４腰椎圧迫骨折を負い、緊

急手術後、少なくとも約３か月の療養が必要と診断された。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

航海士Ａの口述及び海難報告書によれば、本船に損傷はなかった。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状 

船長 男性 ６３歳 

     四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４７年３月２４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月４日 

免状有効期間満了日 平成２７年５月１０日 

    航海士Ａ 男性 ５７歳 

     三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成４年６月２日 
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免 状 交 付 年 月 日 平成１９年２月２日 

免状有効期間満了日 平成２４年６月１日 

 

(2) 主な乗船履歴 

航海士Ａの口述によれば、平成１８年３月から本事故発生まで約４年間、継

続して本船に乗船しており、船内の構造や作業手順などについて熟知してい

た。また、本船の安全担当者であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １３６８５１ 

  船 籍 港  佐賀県唐津市 

  船舶 所 有者  平田海運株式会社 

  総 ト ン 数  ７３４トン 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ７９.９０ｍ×１３.００ｍ×７.８０ｍ 

  船    質  鋼 

  機 関  ディーゼル機関１基 

  出    力  ２,０５９kＷ 

  推 進 器  プロペラ１個 

  進 水 年 月  平成１３年４月 

 

2.5.2 本事故発生当時の貨物倉の状況等に関する情報 

航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) スクラップの揚げ荷役は、陸上施設のクレーンに取り付けられたマグネッ

トを使って行われた。 

(2) 本船は、鹿島港で積み荷役の際、貨物倉船尾部右舷側の床にあるビルジ 

ボックスの格子蓋がクレーンのマグネットで揚げられないよう、格子蓋の上

に木材ダンネージを敷いていた。 

(3) 航海士Ａは、鹿島港で積み荷役の際、大雨が降っていたので、貨物倉内の

ビルジボックスの詰まりが気になっていた。 

(4) 本船は、貨物倉への出入りには、貨物倉の船首側の隔壁に設けられた出入

口扉（以下「船首隔壁扉」という。）を使用することにしていた。 

(5) 本事故当時は、貨物倉の船首側床には、スクラップが約５００ｔ残ってい

たので、船首隔壁扉を使用することができなかった。 

(6) 本船は、船首隔壁扉が使用できない場合に備え、上甲板から貨物倉の床へ
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下りるためのアルミ製のはしごを保有していたが、同はしごの長さは、上甲

板から貨物倉までの深さより約１ｍ短いので使い勝手が悪かった。 

(7) 航海士Ａは、ビルジボックスの点検とともに、スクラップを揚げ荷したの

ち、貨物倉の床の掃除に時間がかかることから、運航効率を少しでも良くし

ようと思い、貨物倉の床が２分の１から３分の１ほど露出したところで床の

掃除を行うこととした。 

(8) 甲板上には、航海士Ａ以外に監視員などはいなかった。 

(9) 航海士Ａは、長靴を履いてヘルメットを着用していた。 

(10) 本船は、船体及び荷役設備に不具合又は故障はなかった。 

 

2.5.3 本船の積み荷に関する情報 

  航海士Ａの口述によれば、本船での積み荷は、ほとんどが砕石、砂及びセメント

であり、スクラップの積み荷は過去３年間で３～４回ほどであった。また、砕石及

びセメントの場合は、揚げ荷最終段階でブルドーザーが入るので、揚げ荷終了後の

掃除はスクラップ積みのときに比べて早く終わっていた。 

 

2.5.4 船内の安全管理などに関する情報 

航海士Ａの口述によれば、船内では、月に一度、船内安全衛生委員会が開催され、

航海士Ａが、安全担当者として同委員会を進行し、主として荷役に関する注意事項

などを周知していた。 

本船は、安全作業確認手順書などを作成しておらず、貨物倉に立ち入る場合につ

いては、荷役が終了してから入ること、また、立入りには船首隔壁扉を使用するこ

とが、船内安全衛生委員会の合意事項になっていた。 

一方、本件縄ばしごについては、ほとんど使用されることがなかったので、船内

安全衛生委員会の場で話題となることはなく、船長からも乗組員に対し、縄ばしご

に関して特に注意喚起などはなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

本事故発生場所の東方約３.０km に位置する和歌山地方気象台における本事故当時

の観測値は、次のとおりであった。 

 １０時００分 天気 晴れ、風向 北、風速 ３.８m/s、気温 １８.８℃ 

 １１時００分 天気 曇り、風向 北、風速 ４.８m/s、気温 １８.２℃  

 

２.７ 本件縄ばしごに関する情報 

 航海士Ａの口述、回答書及び海難報告書によれば、本件縄ばしごは、次のような状
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況であった。 

(1) ステップの形状は、長さ約４６cm、幅約１０cm、厚さ約２.５cm であり、ス

テップの枚数は２３枚で、各ステップの間隔は約３０cm であった。 

(2) 本件縄ばしごのステップ両端のロープは、材質が麻であり、長さ約７ｍ、外

径は約２０mm であった。 

(3) 航海士Ａは、本船の航行区域が変更となり、平成２１年の中間検査時に救命

艇が２艇から１艇となったことから、撤去した救命艇の本件縄ばしごを貨物倉

へ下りるために同年の５月ごろから使用していた。 

(4) 航海士Ａは、平成２１年６月か７月に本件縄ばしごの片方のロープを修理し

た。 

(5) 航海士Ａは、本件縄ばしごを修理したとき、異状を認めなかったが、その後、

約１年間、ロール状に巻き取り、使用することなく船首倉庫に保管していた。 

(6) 本船での積み荷が、砕石、砂及びセメントの場合、揚げ荷最終段階でブル 

ドーザーが入るので本件縄ばしごを使用することはなかった。 

(7) 航海士Ａは、本事故当時、本件縄ばしごを甲板上に広げてステップ両端の 

ロープの状態を調べなかった。 

(8) 本件縄ばしごステップ両端のロープは、片方のロープが上から３段目のス 

テップのすぐ上の部分で、もう片方のロープが２段目と３段目のステップのほ

ぼ中央付近で切断していた。 

(9) 本件縄ばしごの切断部は、腐食していた。 

 

   

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１、２.２、2.5.2、2.5.3 及び２.７から、本船が和歌山下津港和歌山北区第

一内港南岸壁で揚げ荷役中、航海士Ａが、貨物倉のビルジボックスの点検及び貨物

倉の床の掃除を行うため、船首倉庫に保管されていた本件縄ばしごを搬出して一端

をハッチ枠に取り付け、両足をステップに置いて全体重を掛けたとき、本件縄ばし

ごのステップ両端のロープが同時に切断し、貨物倉の床に転落して負傷したものと

考えられる。 

 

 



 - 7 -

3.1.2 負傷等の状況 

２.１及び２.２から、航海士Ａは、前記 3.1.1 の記載のとおり貨物倉の床に転落

して倒れているところを陸上施設のクレーンを操縦していた作業員に発見され、救

急隊によりヘリコプターで病院に搬送されたが、左足関節部開放性脱臼骨折、左脛

骨神経及び後脛骨動静脈断裂、左アキレス腱断裂及び第４腰椎圧迫骨折を負ったも

のと考えられる。 

 

3.1.3 事故発生の日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２２年５月２９日１０時３０分ごろで、

発生場所は、和歌山北港西防波堤灯台から１２３°１,３１０ｍ付近にある第一内

港南岸壁に係留中の本船貨物倉内であったものと考えられる。 

 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

２.４から、航海士Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。また、本船での

乗船勤務は約４年間であり、安全担当者であったものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

2.5.2 から、本事故発生当時、船体及び荷役設備に不具合又は故障はなかったも

のと考えられる。 

また、本船は、貨物倉の出入りに船首隔壁扉が使用できない場合に備え、上甲板

から貨物倉の床へ下りるためのアルミ製はしごを保有していたが、同はしごの長さ

は、上甲板から貨物倉までの深さより約１ｍ短いので使い勝手が悪かったものと考

えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

２.６から、本事故当時の天気は晴れであり、風力２～３の北風が吹いていたも

のと考えられる。  

 

3.2.4 貨物倉の揚げ荷役後の掃除等に関する状況 

  ２.１、2.5.2 及び 2.5.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

  貨物倉の揚げ荷役後の掃除は、本船の積み荷が砕石や砂の場合は、ブルドーザー

を使用するので短時間に終了するが、スクラップの場合は、人力で行うために時間

がかかることから、航海士Ａは、運航効率を少しでも良くしようと思って貨物倉の
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床の掃除を行うとともに、ビルジボックスの点検を行うこととし、揚げ荷役が終了

する前に貨物倉に入ろうとした。 

航海士Ａは、船首隔壁扉がスクラップにより開けることができず、また、アルミ

製はしごの使い勝手が悪かったことから、本件縄ばしごを使用した。   

   

3.2.5 本件縄ばしごに関する状況 

２.１、2.5.2 及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 航海士Ａは、平成２１年の中間検査時に救命艇の１艇が不要となったので、

平成２１年５月ごろから、救命艇乗込み用であった本件縄ばしごを貨物倉に

下りるために使用することとし、片方のロープを修理したのち、本事故発生

の当日までの１年間ほど船首倉庫に保管していた。 

(2) 本件縄ばしごは、ステップ両端のロープの切断部が腐食していたことから、

強度が低下していた。 

(3) 航海士Ａは、船首倉庫から搬出した本件縄ばしごの一端をハッチ枠に取り

付ける前、ロール状態を解いて甲板上に広げてステップ両端のロープの状態

を調べなかったことから、ステップ両端のロープの腐食に気付かなかった。 

 

       3.2.6 船内の安全管理に関する状況   

２.１、2.5.2 及び 2.5.4 から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、安全作業確認手順書などを作成しておらず、貨物倉に立ち入る場

合については、荷役が終了してから入ること、また、立入りには船首隔壁扉

を使用することが、船内安全衛生委員会の合意事項になっていたものと考え

られる。 

(2) 航海士Ａは、船内安全衛生委員会の合意事項では、貨物倉の点検をする際

は、揚げ荷役が終了したのちに貨物倉に入ることになっていたが、貨物倉の

ビルジボックスの点検及び床の掃除を行うため、揚げ荷役中に貨物倉に入ろ

うとしたものと考えられる。 

(3) 航海士Ａは、前記(1)の合意事項を遵守し、荷役終了後に船首隔壁扉を使

用していれば、本事故の発生を防止できた可能性があると考えられる。 

したがって、本船は、前記(1)の合意事項について、明文化し、その遵守

について乗組員に周知徹底することが必要であるものと考えられる。 

 

3.2.7 事故発生に関する解析 

２.１、2.5.2 及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 航海士Ａは、救命艇乗込み用であった本件縄ばしごを平成２１年５月ごろ
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から、貨物倉へ下りるために使用することにし、ステップ両端のロープのう

ち片方を修理したのち、本事故発生当日まで１年間ほど船首倉庫に保管され

ていた。 

(2) 航海士Ａは、船首倉庫から搬出した本件縄ばしごの点検を行わなかったこ

とから、ステップ両端のロープの腐食に気付かなかった。 

(3) 本件縄ばしごは、ステップ両端のロープの切断部が腐食していたことから、

強度が低下していた。 

(4) 本船は、和歌山下津港和歌山北区第一内港南岸壁で揚げ荷役中、航海士Ａ

が、貨物倉のビルジボックスの点検及び床の掃除を行うため、船首倉庫に保

管されていた本件縄ばしごを搬出して一端をハッチ枠に取り付け、両足をス

テップに置いて全体重を掛けたとき、腐食して強度が低下していた本件縄ば

しごのステップ両端のロープが同時に切断し、貨物倉の床に転落して負傷し

た。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、本船が和歌山下津港和歌山北区第一内港南岸壁で揚げ荷役中、航海士Ａ

が、貨物倉の床の掃除等を行おうとして本件縄ばしごを使用する際、本件縄ばしごの

点検を行わなかったため、ステップ両端のロープの腐食に気付かず、ハッチ枠に取り

付けた本件縄ばしごのステップに両足を乗せて全体重を掛けたところ、強度が低下し

ていた本件縄ばしごのステップ両端のロープが切断し、貨物倉の床に転落したことに

より発生したものと考えられる。 
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付図１ 事故発生場所図 
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和歌山県 

事故発生場所 

（平成２２年５月２９日１０時３０分ごろ発生） 

和歌山下津港 
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付図２ 一般配置図 
 

 

写真 1 事故発生の現場とロープが切断した本件縄ばしご 
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